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一般質問　～市政を問う～
会派代表質問（5会派）・個人質問（7人）

議会解説

▲白バイの安全運転競技大会を見学する園児たち（＝県警交通機動隊庁舎）

  白
バイ
隊に興

味津々

  白
バイ
隊に興

味津々

  白
バイ
隊に興

味津々



　
平
成
１９
年
第
３

回
瑞
穂
市
議
会
定

例
会
が
、
９
月
４

日
か
ら
２３
日
間
の

会
期
で
開
会
し
た
。

　
本
定
例
会
で
は
、

市
長
か
ら
提
出
さ

れ
た
議
案
２５
件
の

ほ
か
、
議
員
が
提

出
し
た
政
治
倫
理

条
例
制
定
案
１
件
、

意
見
書
１
件
な
ど

を
審
議
し
、
す
べ

て
可
決
し
て
、
９

月
２６
日
に
閉
会
し

た
。

　
な
お
、
土
日
議

会
を
９
月
２３
日
お

よ
び
２４
日
に
実
施

し
、
両
日
の
傍
聴

者
数
は
合
わ
せ
て

６３
人
で
あ
っ
た
。
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条
例
提
出
の
理
由

質
疑
と
答
弁

討
　
論

提
出
さ
れ
た
条
例
の
内
容

親
等
よ
り
も
拡
大
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

条
例
は
12
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

 

こ
の
議
案
に
対
す
る
主
な
質
疑
と
答
弁
は

次
の
と
お
り
。

　
　
条
例
の
作
成
に
あ
た
り
、
調
査
研
究
を

し
た
経
緯
は
。

　
　
総
務
省
の
モ
デ
ル
政
治
倫
理
条
例
に
照

ら
し
て
、
当
市
の
条
例
と
し
て
規
定
す
る
べ

き
こ
と
を
検
討
し
た
。

　
　
こ
の
条
例
は
市
執
行
部
が
つ
く
っ
た
も

の
で
は
な
い
か
。

　
　
議
員
提
案
し
た
も
の
で
、
提
案
に
賛
成

の
議
員
と
と
も
に
作
成
し
た
。

　
　
政
治
倫
理
条
例
は
、
議
会
の
全
会
一
致

で
制
定
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

　
　
議
員
個
々
人
の
考
え
方
が
あ
る
。
賛
成

が
多
数
で
あ
れ
ば
可
決
で
い
い
と
思
う
。

　
　
議
員
の
資
産
公
開
の
規
定
が
な
い
の
は
。

　
　
今
回
は
必
要
な
い
と
の
認
識
で
提
案
し

た
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
議
員
提
案
で
修
正
で

き
る
。

　
　
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
倫
理
条
例
の
制

定
が
あ
る
が
、
市
長
に
相
談
は
し
た
の
か
。

　
　
し
て
い
な
い
。

　
　
な
ぜ
相
談
し
な
か
っ
た
の
か
。

　
　
議
員
提
案
と
し
て
提
案
し
た
た
め
。

　
　
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
一
緒
に
検
討
し

た
会
派
改
革
の
議
員
に
も
話
が
な
か
っ
た
が
。

　
　
手
続
き
上
は
問
題
な
い
。

　
　
通
常
は
議
案
の
提
案
後
、
勉
強
会
な
ど

で
十
分
な
説
明
が
あ
り
審
議
を
す
る
が
、
今

回
は
そ
れ
も
な
く
、
委
員
会
付
託
も
な
く
採

決
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

　
　
議
員
提
案
の
手
続
き
は
踏
ま
え
て
お
り
、

審
議
方
法
な
ど
は
議
会
運
営
委
員
会
で
検
討

さ
れ
、
議
長
が
議
会
に
諮
っ
て
議
事
を
進
め

て
い
る
。

　
　
　
政
治
倫
理
条
例
は
、
一
日
も
早
く
制

定
す
る
べ
き
だ
が
、
作
成
に
は
十
分
な
審
議

を
し
、
市
長
ら
執
行
部
を
交
え
て
の
検
討
も

必
要
で
あ
る
。
議
員
に
提
案
権
が
あ
る
か
ら
、

そ
れ
で
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

・
条
例
に
違
反
し
た
と
き
の
罰
則
規
定
が
な

く
、
条
例
の
実
効
性
を
担
保
で
き
て
い
な
い
。

・
倫
理
条
例
の
制
定
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲

げ
て
い
る
市
長
に
相
談
が
な
く
、
提
案
の
経

過
に
疑
義
を
感
じ
た
。

・
執
行
部
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
沿
っ
て
条
例

の
制
定
準
備
を
進
め
て
い
た
。
政
治
倫
理
条

例
は
お
互
い
に
検
討
し
、
ま
た
全
会
一
致
で

制
定
す
る
も
の
。

　
　
　
罰
則
や
議
員
の
資
産
公
開
の
規
定
な

ど
、
必
要
な
こ
と
は
今
後
の
議
員
提
案
で
追

加
で
き
る
。
改
正
し
て
充
実
し
て
い
け
ば
良

い
。

・
世
間
で
は
政
治
と
金
の
問
題
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
政
治
倫
理
条
例
は
早
く
制
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

・
こ
れ
ま
で
進
ま
な
か
っ
た
政
治
倫
理
条
例

の
制
定
が
前
進
し
、
内
容
も
伴
っ
て
い
る
。

・
市
長
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
も
っ
と
早
く
提
案
す
る
べ
き
。

・
第
15
条
の
規
定
な
ど
、
厳
し
く
戒
め
て
行

政
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お

り
、
意
義
の
あ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
政
治
倫
理
基
準
）

第
３
条
　
市
長
等
及
び
議
員
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
政
治
倫
理
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
市
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
そ
の
品
位

と
名
誉
を
損
な
う
よ
う
な
一
切
の
行
為
を
慎

み
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
不
正
の
疑
惑
を
持

た
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

二
　
市
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
常
に
人
格

と
倫
理
の
向
上
に
努
め
、
そ
の
地
位
を
利
用

し
て
い
か
な
る
金
品
も
授
受
し
な
い
こ
と
。

三
　
市
（
市
が
設
立
し
た
公
社
、
市
が
資
本

金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

を
出
資
し
、
又
は
拠
出
し
て
い
る
公
益
法
人
、

株
式
会
社
、
有
限
会
社
を
含
む
。
）
が
行
う

許
可
、
認
可
又
は
工
事
等
の
請
負
契
約
、
下

　
定
例
会
二
日
目
の
９
月
11
日
、
若
園
五
朗

議
員
か
ら
、
賛
成
者
14
人
と
と
も
に
瑞
穂
市

政
治
倫
理
条
例
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

　
政
治
倫
理
は
、
政
治
に
携
わ
る
人
間
の
職

業
倫
理
で
あ
り
、
そ
の
地
位
や
権
限
を
不
正

に
行
使
し
て
自
己
の
利
益
を
図
る
こ
と
の
な

い
よ
う
必
要
な
措
置
を
定
め
、
市
政
に
対
す

る
市
民
の
信
頼
に
応
え
る
と
と
も
に
、
公
正

で
開
か
れ
た
民
主
的
な
市
政
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
政
治
倫
理
条
例
を
制

定
す
る
た
め
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
、
市
議
会
議
員

を
対
象
に
、
そ
の
責
務
、
政
治
倫
理
基
準
、

政
治
倫
理
審
査
会
の
設
置
、
市
民
の
調
査
請

求
権
、
倫
理
基
準
違
反
等
の
審
査
、
資
産
等

報
告
書
の
提
出
、
職
務
関
連
犯
罪
容
疑
に
よ

る
逮
捕
後
の
説
明
会
、
市
工
事
等
に
関
す
る

遵
守
事
項
な
ど
16
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
市
工
事
等
に
関
す
る
遵
守
事
項
」
で
は
、

市
の
工
事
請
負
契
約
な
ど
で
、
市
長
等
や
議

員
と
そ
の
３
親
等
以
内
の
親
族
に
辞
退
を
求

め
て
お
り
、
一
般
的
な
対
象
範
囲
で
あ
る
２

議
員
提
案
に
よ
る

瑞
穂
市
政
治
倫
理
条
例
（
抜
粋
）

請
工
事
、
業
務
委
託
契
約
及
び
一
般
物
品
納

入
契
約
に
関
し
て
特
定
の
企
業
、
団
体
等
を

推
薦
、
紹
介
す
る
な
ど
有
利
な
取
計
い
を
し

な
い
こ
と
。

四
　
市
職
員
の
公
正
な
職
務
執
行
を
妨
げ
、

そ
の
権
限
若
し
く
は
そ
の
地
位
に
よ
る
影

響
力
を
不
正
に
行
使
す
る
よ
う
働
き
か
け

な
い
こ
と
。

五
　
市
職
員
の
採
用
に
関
し
て
推
薦
若
し

く
は
紹
介
を
し
な
い
こ
と
。

六
　
議
員
は
、
職
員
の
昇
格
、
異
動
に
関

し
て
推
薦
若
し
く
は
紹
介
を
し
な
い
こ
と
。

七
　
政
治
活
動
又
は
職
務
に
関
し
て
政
治

資
金
規
正
法
（
昭
和
23
年
法
律
第
１
９
４

号
）
第
19
条
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体

に
関
し
、
企
業
、
団
体
等
か
ら
寄
付
等
を

受
け
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
後
援
団
体
に

つ
い
て
も
政
治
的
又
は
道
義
的
批
判
を
受

け
る
お
そ
れ
の
あ
る
寄
付
等
を
受
け
な
い

こ
と
。

（
市
工
事
等
に
関
す
る
遵
守
事
項
）

第
15
条
　
市
長
等
及
び
議
員
の
配
偶
者
、

３
親
等
以
内
又
は
同
居
の
親
族
、
市
長
等

及
び
議
員
が
役
員
を
し
て
い
る
企
業
並
び

に
市
長
等
及
び
議
員
が
実
質
的
に
経
営
に

携
わ
る
企
業
は
、
地
方
自
治
法
第
92
条
の

２
、
第
１
４
２
条
及
び
第
１
６
６
条
第
２

項
の
規
定
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
市
が
行
う

工
事
等
の
請
負
契
約
、
下
請
工
事
、
業
務

委
託
契
約
及
び
一
般
物
品
納
入
契
約
を
辞

退
し
、
市
民
に
疑
惑
の
念
を
生
じ
さ
せ
な

い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
近
年
、
子
ど
も
を
は
じ
め
、
地
域
住
民
を
巻

き
込
ん
だ
凶
悪
事
件
が
頻
発
化
し
て
お
り
、
防

犯
に
対
す
る
国
民
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
る
。

「
民
間
交
番
」の
設
置
な
ど
、
地
域
住
民
が
防
犯

活
動
を
行
う
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
活

発
化
し
て
い
る
。安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
を
築
く
に
は
、
警
察
の
力
に
加
え
て
住
民

自
ら
の
防
犯
活
動
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な

い
。ま
た
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動

を
多
角
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
法
律
制

定
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
自
発
的
な
取

り
組
み
や
防
犯
意
識
の
向
上
の
た
め
の
活
動

を
、
国
や
自
治
体
が
総
合
的
に
支
援
す
る
こ

と
を
責
務
と
す
る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
「
地

域
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
法
（
仮

称
）
」
を
早
期
に
制
定
し
、
以
下
に
掲
げ
る

施
策
を
積
極
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

①
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
「
民
間
交
番
」
を

つ
く
る
際
に
、
公
有
地
や
建
物
を
貸
し
出
し

た
り
、
賃
貸
料
補
助
等
の
財
政
支
援
を
行
う

な
ど
、
防
犯
拠
点
を
整
備
す
る
た
め
の
「
地

域
安
全
安
心
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
事
業
」

を
全
国
２
０
０
０
カ
所
へ
と
増
や
す
こ
と
。

②
子
ど
も
の
安
全
確
保
の
た
め
、
ス
ク
ー
ル

「
地
域
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
法
」

の
早
期
制
定
を
求
め
る
意
見
書（
要
旨
）

　
定
例
会
最
終
日
の
９
月
26
日
、
次
の
意
見

書
を
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
た
。

　
意
見
書
と
は
、
市
の
公
益
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
関
係
機

関
に
提
出
し
、
議
会
と
し
て
の
意
思
や
意
見

を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
定
例
会
初
日
の
９
月
４
日
、
人
権
擁
護
委

員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
、
議
会
の
意
見

を
求
め
る
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

　
人
権
擁
護
委
員
と
は
、
国
民
の
基
本
的
人

権
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、

自
由
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
こ
と

を
使
命
と
し
、
法
務
大
臣
か
ら
３
年
の
任
期

で
委
嘱
さ
れ
る
。

　
市
長
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
を
法

務
大
臣
に
推
薦
す
る
に
あ
た
り
、
議
会
の
意

見
を
聞
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
今
回
の
議
案
は
、
現
委
員
の
廣
瀬
正
孝
氏

お
よ
び
北
川
け
い
子
氏
の
任
期
が
平
成
19
年

12
月
31
日
で
満
了
す
る
た
め
、
両
氏
を
引
き

続
き
推
薦
す
る
た
め
議
会
の
意
見
を
求
め
る

も
の
で
、
議
会
は
適
任
と
決
定
し
た
。

　
廣
瀬
　
正
孝
　
牛
牧
１
２
７
２
の
１
８

　
北
川
け
い
子
　
横
屋
１
８
０
の
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

ガ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
（
地
域
学
校
安
全
指
導
員
）

等
の
配
置
を
進
め
、
公
園
、
駅
な
ど
多
く
の
地

域
住
民
が
利
用
す
る
場
所
に
子
ど
も
用
の
緊

急
通
報
装
置
の
設
置
を
促
進
す
る
こ
と
。

③
自
治
体
に
防
犯
担
当
窓
口
の
設
置
を
促
進

す
る
な
ど
、
地
域
住
民
と
自
治
体
が
地
域
の

安
全
の
為
に
協
力
し
や
す
い
環
境
整
備
を
推

進
す
る
こ
と
。

　
（
提
出
先
）

　
内
閣
総
理
大
臣
　
　
総
務
大
臣

　
文
部
科
学
大
臣
　
　
国
土
交
通
大
臣

　
国
家
公
安
委
員
長

政
治
倫
理
条
例
の
制
定

政
治
倫
理
条
例
の
制
定

可
決
可
決
可
決
可
決

反
対

賛
成



議員研修報告議員研修報告議員研修報告議員研修報告議員研修報告
10月  ９ 日　大分県臼杵市へ
10月10日　福岡県北九州市へ

　大分県臼杵市は、平成８年度からバランスシートを作成し公表した公会計の先進地です。公会計とは、発生主義を
活用し、複式簿記の考え方を取り入れ、民間企業で確立されている会計ルールを活用するもので、将来負担を含め
た当該団体の実質的負担の把握や、多角的にコストを捉えていく場面で機能を発揮します。臼杵市では、バランスシ
ートを公表し、市民から直接意見を聴取するシステムをつくっています。視察では、臼杵市のバランスシートの解説
により内容の説明を受け、今後の当市での取り組みとして参考に
なる調査研究となりました。
　福岡県北九州市門司区の門司港は、明治22年に開港し、国際貿
易港として栄えました。しかし時代の流れとともに衰退の道を余
儀なくされた歴史があります。十数年前より、コンセプトを「衰退
する門司港の活性化」と題し、大正ロマンのまち、活気あるウォー
ターフロント、特色ある文化創造など、歴史と自然、文化が融合し
た都市型観光拠点として整備されました。その取り組みおよび経
過について説明を受け、都市再開発についての有意義な視察研修
となりました。
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平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
は
、
10
億
３
０
１
５
万
６
千
円
を

追
加
し
、
補
正
後
の
予
算
額
を
１
６
５
億

４
５
９
１
万
１
千
円
と
す
る
も
の
。
前
年

度
決
算
の
認
定
に
伴
う
決
算
剰
余
金
の
確

定
、
本
年
度
の
普
通
交
付
税
額
の
決
定
、

（
仮
称
）
本
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

整
備
事
業
の
見
直
し
が
主
な
も
の
で
、
次

の
よ
う
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

　
　
保
育
所
に
整
備
す
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動

体
外
式
除
細
動
器
）
の
講
習
は
。

　
　
各
保
育
所
で
、
設
置
場
所
の
確
認
と

講
習
を
実
施
す
る
。

　
　
未
来
志
向
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業

は
、
国
か
ら
の
補
助
金
が
な
く
な
っ
て
も

市
の
予
算
で
継
続
す
る
の
か
。

　
　
こ
れ
は
、
独
居
老
人
宅
へ
の
給
食
配

達
と
併
せ
て
安
否
確
認
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
る
も
の
で
、
現

在
は
研
究
段
階
で
進
め
て
お
り
、
成
果
を

見
て
検
討
し
た
い
。

　
な
ど
の
審
議
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、

全
会
一
致
で
可
決
し
た
。

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
を
可

決
し
た
後
、
若
園
五
朗
議
員
か
ら
、
賛
成

者
13
人
と
と
も
に
こ
の
予
算
に
対
す
る
付

帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
の
設
置
等
に
つ
い
て
基

準
の
制
定
を
求
め
る

　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
道

路
橋
梁
費
に
増
額
補
正
さ
れ
た
６
４
１
０

万
６
千
円
に
は
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
の
設
置

工
事
及
び
維
持
経
費
が
支
出
計
画
さ
れ
て

い
る
。

　
し
か
し
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
の
設
置
に
あ

た
り
、
目
的
が
防
犯
灯
か
街
路
灯
な
の

か
、
既
存
の
蛍
光
灯
等
と
の
関
連
は
ど
う

す
る
の
か
、
ま
た
そ
の
維
持
経
費
の
費
用

負
担
は
誰
が
負
担
す
る
の
か
等
、
基
準
が

明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
の
設
置

に
係
る
予
算
の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
総

合
計
画
の
基
本
目
標
「
市
民
参
加
・
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
」
「
全
て
の
市
民
が
安

全
・
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
」

の
趣
旨
を
鑑
み
、
今
後
は
設
置
等
の
基
準

を
設
け
、
そ
の
基
準
を
議
会
に
報
告
し
、

市
民
に
公
表
さ
れ
、
そ
の
後
に
当
予
算
の

執
行
を
求
め
る
。

瑞穂市議会だより

議
案
審
議

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）　

付
帯
決
議

平
成
18
年
度
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算

平
成
18
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

平
成
18
年
度
学
校
給
食
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
勤
務
評
定
に
よ
っ
て
決
ま
る
市
職
員

給
与
の
昇
給
状
況
が
、
職
員
に
格
差
と
分
断

を
強
い
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
国
民

保
護
協
議
会
の
委
員
に
自
衛
隊
員
が
派
遣
さ

れ
る
の
は
、
国
民
保
護
の
名
の
も
と
に
、
監

視
と
強
制
を
強
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
な
ど
の
審
議
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
で
認
定
し
た
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

　
　
国
民
健
康
保
険
基
金
が
昨
年
度
末
で
７

億
１
５
２
４
万
６
５
３
３
円
あ
る
の
は
、
保

険
税
の
資
産
割
が
高
い
か
ら
で
は
。

　
　
国
民
健
康
保
険
基
金
に
は
給
付
費
の

２
・
３
カ
月
分
ほ
ど
あ
る
の
が
理
想
で
、
そ

れ
に
近
い
範
囲
で
あ
り
、
健
全
な
運
営
が
で

き
て
い
る
と
思
う
。
資
産
割
の
税
率
に
つ
い

て
は
、
県
内
で
当
市
よ
り
高
い
市
も
あ
る
が
、

当
市
の
税
率
35
％
も
少
し
高
い
部
類
に
あ
る
。

　
　
平
成
20
年
度
か
ら
の
保
険
税
の
見
直
し

に
つ
い
て
は
。

　
　
見
直
し
を
す
る
時
期
に
来
て
お
り
、
平

成
20
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始

ま
る
関
係
で
、
75
歳
以
上
の
方
が
国
保
か
ら

脱
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
併
せ
て
歳

入
・
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
を
計
り
な
が
ら
検
討

し
て
い
く
。

　
　
保
険
税
の
徴
収
を
、
他
税
と
合
わ
せ
て

集
合
徴
収
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て

い
る
か
。

　
　
国
保
税
は
加
入
・
脱
退
の
た
び
に
賦
課

額
が
常
に
変
動
す
る
た
め
、
賦
課
と
徴
収
を

分
け
て
、
担
当
部
署
を
切
り
離
す
の
は
難
し

い
。
高
額
の
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
税
務
課

と
連
携
を
取
り
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
対
応

を
し
て
い
る
。
今
後
は
組
織
改
革
で
の
検
討

課
題
に
な
る
。

　
　
医
療
費
の
抑
制
施
策
に
つ
い
て
は
。

　
　
平
成
20
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
る
健
康
診

査
と
保
健
指
導
の
義
務
が
保
険
者
に
課
せ
ら

れ
る
た
め
、
保
健
師
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
保

健
指
導
を
進
め
る
。

　
ま
た
次
の
よ
う
な
討
論
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
繰
越
金
と
基
金
の
財
源
を
活
用
す
れ

ば
、
国
保
税
の
値
下
げ
が
で
き
た
。

　
　
　
少
子
高
齢
化
で
財
源
の
確
保
は
難
し

く
な
る
。
一
時
的
な
財
政
状
況
か
ら
国
保
税

を
値
下
げ
す
る
の
は
財
政
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す

こ
と
に
な
り
、
今
回
の
決
算
は
適
当
で
あ
っ

た
。

　
な
ど
の
審
議
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
多
数
で
認
定
し
た
。

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

　
本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
、

議
会
や
議
案
の
付
託
さ
れ
た
各
常
任
委
員
会

で
の
主
な
審
議
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

（
決
算
の
詳
細
は
、
広
報
み
ず
ほ
10
月
号
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）

　
次
の
よ
う
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

　
　
監
査
委
員
か
ら
指
摘
の
あ
っ
た
歳
出
の

履
行
確
認
の
遅
れ
は
。

　
　
補
助
事
業
で
補
助
団
体
か
ら
の
実
績
報

告
が
遅
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
適
正
に

処
理
し
て
い
き
た
い
。

　
　
健
全
財
政
の
見
解
は
。

　
　
数
字
の
上
で
は
健
全
財
政
だ
が
、
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
的
な
こ
と
が
整
備
で
き
て
い

な
い
。
他
市
町
並
み
に
す
れ
ば
、
実
質
公
債

比
率
は
10
〜
13
％
く
ら
い
に
な
る
と
思
う
。

事
業
と
財
政
を
考
慮
し
た
運
営
を
し
た
い
。

　
　
議
員
報
酬
の
認
識
は
。

　
　
類
似
団
体
と
比
べ
て
金
額
が
低
い
。
議

員
定
数
の
結
論
が
出
た
ら
、
報
酬
審
議
会
に

諮
り
、
適
正
な
報
酬
に
し
た
い
。

　
　
樽
見
鉄
道
へ
の
今
後
の
支
援
は
。

　
　
経
営
状
況
は
厳
し
い
が
、
今
年
度
は
経

費
削
減
で
経
営
努
力
が
見
ら
れ
た
。
今
の
状

況
な
ら
支
援
継
続
を
行
う
方
向
。

反
対

反
対

賛
成

　
　
給
食
費
の
未
納
対
策
は
。

　
　
未
納
額
は
総
額
１
３
６
３
万
８
６
２
５

円
で
年
々
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
生
活
保
護

と
い
っ
た
生
活
困
窮
者
の
滞
納
で
は
な
く
、

支
払
う
能
力
が
あ
る
の
に
支
払
わ
な
い
の
が

現
状
で
、
今
後
、
法
的
措
置
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

　
　
地
元
農
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
地

元
で
取
れ
た
野
菜
を
仕
入
れ
て
は
。

　
　
地
元
農
業
活
性
化
の
た
め
、
瑞
穂
市
産

や
岐
阜
県
産
を
優
先
し
て
い
る
。
米
、
柿
、

梨
、
鮎
は
地
元
産
を
仕
入
れ
て
い
る
が
、
野

菜
は
数
と
規
格
や
、
販
売
ル
ー
ト
の
問
題
で

対
応
が
困
難
。

　
　
調
理
器
具
の
ナ
ッ
ト
が
外
れ
て
給
食
に

混
入
し
た
件
で
、
今
後
の
対
応
は
。

　
　
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
励
行
す

る
と
と
も
に
、
万
が
一
、
ナ
ッ
ト
な
ど
ゆ
る

ん
で
も
落
ち
な
い
よ
う
に
器
具
を
改
善
す
る
。

　
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
全

会
一
致
で
認
定
し
た
。

認定

認定

認定可決

可決
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市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

日本共産党瑞穂市議員団　
小寺　徹議員

　
　
給
食
セ
ン
タ
ー
の
作
業
人

員
数
が
足
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
し
い

給
食
セ
ン
タ
ー
が
稼
動
し
て
数

週
間
の
た
め
、
作
業
に
若
干
不

慣
れ
な
面
が
あ
り
、
作
業
が
少

し
遅
れ
気
味
で
あ
る
。
状
況
を

見
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
１
・

２
カ
月
で
機
械
や
作
業
に
慣
れ

て
く
る
と
思
う
。

　
　
配
送
車
の
運
転
は
、
み
ず

ほ
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
請
け
負
う

こ
と
に
な
っ
た
が
、
事
故
が
起

こ
っ
た
場
合
の
補
償
は
。

　
　
　
　
　
　
　
給
食
の
配
送

業
務
は
、
み
ず
ほ
公
共
サ
ー
ビ

ス
が
運
転
手
と
補
助
者
を
派
遣

し
、
車
両
は
市
の
所
有
と
な
る
。

車
両
の
保
険
は
、
市
が
加
入
し

て
い
る
市
町
村
会
の
も
の
で
対

応
す
る
が
、
運
転
手
な
ど
に
重

大
な
過
失
が
あ
る
場
合
は
、
み

ず
ほ
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
求
償
す

る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
基
づ
い
た

所
信
表
明
は

給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

　
　
平
成
18
年
度
末
の
国
民
健

康
保
険
基
金
残
高
は
約
７
億
１

千
万
円
あ
る
な
ど
、
国
保
税
を

値
下
げ
す
る
財
源
は
あ
る
と
思

う
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

始
ま
る
平
成
20
年
度
か
ら
見
直

し
を
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
が
、

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
負
担

割
合
が
、
広
域
連
合
で
ま
だ
出

さ
れ
て
い
な
い
。
負
担
割
合
を

踏
ま
え
て
、
国
保
の
財
源
と
併

せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

国
保
税
の
値
下
げ
に

つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
減
免
制
度
は

新政会
小川勝範議員

只
越
地
域
農
業
用
水
の

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
整
備
は

▲給食を配送する配送車（＝給食センター）

・
学
童
保
育
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

　
　
渋
滞
緩
和
や
新
設
さ
れ
る

消
防
署
と
の
接
続
な
ど
の
た
め
、

十
八
条
の
樽
見
鉄
道
か
ら
北

方
・
多
度
線
へ
の
幹
線
道
路
を

整
備
し
、
同
時
に
、
用
悪
水
兼

用
と
な
っ
て
い
る
只
越
地
域
の

農
業
用
水
に
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

を
整
備
で
き
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
幹
線
道
路
は

昨
年
度
、
実
施
方
法
を
検
討
し

た
。
今
後
は
、
地
元
や
地
権
者

に
説
明
し
て
い
き
た
い
。
パ
イ

プ
ラ
イ
ン
の
整
備
は
、
水
質
の

向
上
な
ど
か
ら
有
効
な
施
策
と

考
え
て
い
る
が
、
整
備
に
は
国

の
補
助
が
な
く
、
地
権
者
の
負

担
が
必
要
。
ま
た
地
権
者
の

１
０
０
％
同
意
も
必
要
。
地
域

特
性
や
財
政
負
担
を
勘
案
し
、

整
備
方
針
を
策
定
し
た
い
。

　
　
来
年
４
月
か
ら
始
ま
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
で
、
市
内

の
75
歳
以
上
の
対
象
者
数
は
。

　
　
　
　
　
　
　
９
月
１
日
現

在
の
老
人
保
健
加
入
者
が

３
３
８
４
人
と
な
っ
て
い
る
が
、

各
保
険
制
度
の
被
扶
養
者
に
つ

い
て
は
、
各
保
険
者
で
被
保
険

者
お
よ
び
被
扶
養
者
の
住
所
管

理
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、
把

握
で
き
な
い
状
態
。

　
　
保
険
料
は
月
額
平
均
で
約

６
２
０
０
円
と
厚
生
労
働
省
は

発
表
し
て
い
る
。
年
金
の
低
額

受
給
者
な
ど
生
活
困
窮
で
保
険

料
の
支
払
え
な
い
方
の
た
め
に
、

減
免
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
は
。

　
　
　
　
　
　
　
国
保
と
同
じ

軽
減
措
置
を
広
域
連
合
で
検
討

し
て
い
る
。

　
　
国
保
の
軽
減
措
置
は
法
律

の
制
度
上
の
も
の
だ
が
、
そ
れ

以
外
に
、
保
険
者
の
判
断
に
よ

る
減
免
制
度
を
設
け
て
は
。

　
　
　
　
　
指
摘
内
容
と
同
じ

考
え
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
広

域
連
合
議
会
で
提
言
し
た
い
。

　
　
経
済
的
な
事
情
で
、
保
険

料
を
１
年
以
上
滞
納
し
た
場
合

の
措
置
と
し
て
、
保
険
証
の
返

還
と
、
医
療
機
関
で
い
っ
た
ん

全
額
負
担
が
必
要
に
な
る
資
格

証
明
書
の
発
行
は
す
る
べ
き
で

な
い
と
思
う
が
。

　
　
　
　
　
　
　
保
険
料
の
軽

減
措
置
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
他
の
保
険
か
ら
支
援
金

も
あ
り
、
支
え
合
い
の
趣
旨
で

制
度
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
未

納
者
に
対
し
て
資
格
証
明
書
発

行
の
措
置
が
な
い
と
、
公
平
性

に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
広
域

連
合
で
も
、
そ
の
よ
う
に
検
討

さ
れ
て
い
る
。

市　長

12
月
議
会
で
は
、
予
算

編
成
方
針
を
述
べ
た
い

市　長

広
域
連
合
議
会
で

提

言

し

た

い

　
　
今
議
会
の
開
会
で
、
市
長

の
所
信
表
明
が
な
か
っ
た
が
、

市
政
に
つ
い
て
改
善
や
提
案
は

な
か
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
　
今
年
度
予
算
は
前

市
長
が
作
成
し
た
も
の
。
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
を
本
格
的
に
実
施
す

る
の
は
来
年
度
予
算
か
ら
に
な

る
。
12
月
議
会
で
は
そ
の
予
算

編
成
方
針
を
述
べ
た
い
。

教
育
長
職
務
代
理
者

　
　
昨
年
、
市
に
寄
付
を
受
け

た
唐
栗
の
誓
祐
寺
に
、
防
災
セ

ン
タ
ー
を
設
置
し
、
消
防
団
の

第
６
分
団
の
器
具
庫
の
移
設
、

水
防
倉
庫
の
統
合
、
災
害
時
食

糧
確
保
の
た
め
の
低
温
倉
庫
の

建
設
な
ど
は
で
き
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
消
防
団
器
具

庫
や
水
防
倉
庫
と
し
て
の
整
備

は
、
現
施
設
と
併
せ
て
総
合
的

に
検
討
し
た
い
。
災
害
時
の
食

糧
確
保
は
、
岐
阜
生
協
や
バ

ロ
ー
と
供
給
体
制
の
協
定
を
結

ん
で
あ
る
が
、
賞
味
期
限
や
補

充
の
関
係
も
あ
り
、
位
置
的
な

こ
と
も
考
え
な
が
ら
低
温
倉
庫

を
検
討
し
た
い
。
誓
祐
寺
跡
地

は
、
用
地
取
得
と
取
り
付
け
道

路
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
解
決
し
、
十
分
に
検
討
を
重

ね
て
着
手
し
た
い
。

　
　
岐
阜
地
域
の
農
協
の
合
併

に
伴
い
、
廃
止
す
る
市
内
支
店

誓
祐
寺
の
跡
地
利
用
に

つ
い
て

農
協
の
土
地
・
建
物
の

購
入
に
つ
い
て

▲跡地利用が検討されている誓祐寺

・
旧
巣
南
共
同
調
理
場
跡

　
地
利
用
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

翔の会
浅野楔雄議員

　
　
６
月
議
会
で
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
か
ら
調
査
や
視
察
を
す
る

と
の
答
弁
が
た
び
た
び
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
認
識
で
責
任
を
果

た
し
て
い
け
る
の
か
。

　
　
　
　
　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
実

行
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
し
て
、
各

部
署
で
順
次
取
り
組
ん
で
い
る
。

今
議
会
で
補
正
予
算
も
組
ん
で

進
め
て
い
る
。

　
　
期
限
目
標
を
設
定
し
て
い

る
が
、
政
治
倫
理
条
例
の
制
定

な
ど
は
、
も
っ
と
早
く
制
定
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
。

　
　
　
　
　
政
治
倫
理
条
例
は
、

執
行
部
と
議
会
が
十
分
な
議
論

を
し
て
、
罰
則
も
規
定
し
て
決

め
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
が
な

く
、
今
議
会
の
１
時
間
半
ほ
ど

の
審
議
で
決
ま
っ
た
の
は
前
代

未
聞
だ
と
思
う
が
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
一
つ
が
前
に
進
ん
だ
と

受
け
止
め
て
い
る
。

の
土
地
や
建
物
を
購
入
し
、
有

効
利
用
を
計
画
で
き
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
Ａ
も
と
す

よ
り
、
地
域
密
着
の
観
点
か
ら

市
と
優
先
的
に
売
買
契
約
し
た

い
と
要
望
が
あ
っ
た
。
現
在
、

有
効
活
用
で
き
る
施
設
か
検
討

し
て
い
る
。
細
部
の
資
料
を
収

集
し
、
建
物
の
耐
震
性
や
売
買

価
格
を
調
査
し
、
活
用
で
き
る

施
設
は
取
得
の
方
向
で
検
討
し

た
い
。

　
　
　
　
　
学
童
保
育
や
防
災
、

福
祉
な
ど
の
施
設
と
し
て
活
用

で
き
る
か
調
査
し
、
議
会
に
相

談
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

都市整備
部　長

地
権
者
の
１
０
０
％
同
意
が
必
要

都
市
整
備
部
長

　
　
進
出
の
経
過
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
18
年

２
月
23
日
に
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

シ
テ
ィ
と
名
古
屋
紡
績
の
社
長

ら
が
来
庁
し
、
名
古
屋
紡
績
工

場
跡
地
の
開
発
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
シ
テ
ィ
に
決
定
し
た
と
前
市

長
に
報
告
が
あ
っ
た
。
こ
れ
以

降
、
国
や
県
の
関
係
機
関
、
開

発
業
者
な
ど
を
交
え
て
、
取
り

付
け
道
路
な
ど
に
つ
い
て
協
議

を
重
ね
て
き
た
。

　
　
進
出
に
つ
い
て
前
市
長
の

考
え
方
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
市
の
財
政

に
有
利
で
あ
り
、
雇
用
の
機
会

も
増
え
る
こ
と
か
ら
、
応
援
す

る
姿
勢
だ
っ
た
。

　
　
地
権
者
説
明
会
と
地
元
自

治
会
説
明
会
で
出
た
意
見
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
主
な
意
見

は
「
市
が
説
明
す
る
の
は
お
か

し
い
」
「
取
り
付
け
道
路
を
国

道
の
上
を
通
る
高
架
に
し
て
、

渋
滞
は
解
消
で
き
る
の
か
」

「
国
道
21
号
線
の
高
架
計
画
と

の
関
連
は
」
「
未
処
理
の
土
地

の
解
決
は
」
「
周
辺
の
整
備

は
」
「
電
波
障
害
や
日
照
権
の

懸
念
」
な
ど
。

　
　
進
出
に
伴
う
税
収
４
億
円

と
地
元
雇
用
の
保
証
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
開
発
業
者

か
ら
地
元
雇
用
を
優
先
す
る
と

い
う
説
明
は
あ
る
が
、
税
収
額

や
雇
用
人
数
で
決
定
し
た
も
の

は
な
い
。
進
出
と
な
れ
ば
、
必

要
に
応
じ
て
雇
用
の
協
定
を
結

ぶ
こ
と
に
な
る
。

　
　
市
執
行
部
が
、
取
り
付
け

道
路
の
市
道
認
定
を
急
い
だ
理

由
と
し
て
、
都
市
計
画
法
の
改

正
で
広
域
調
整
手
続
が
必
要
に

な
る
た
め
と
説
明
が
あ
っ
た
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
都
市
計
画

法
の
改
正
で
、
11
月
30
日
以
降

は
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
に

広
域
調
整
手
続
が
必
要
に
な
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
９
月
14
日

に
県
よ
り
示
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
必
要
の
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。

　
　
進
出
に
つ
い
て
市
長
の
考

え
は
。

　
　
　
　
　
複
数
の
地
権
者
が

進
出
に
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、

開
発
業
者
は
地
元
説
明
会
へ
の

積
極
性
が
な
く
、
計
画
書
や
要

望
書
な
ど
文
書
の
提
出
も
な
い
。

こ
れ
は
、
常
識
で
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
は
な
く
、
進
出
は
極
め

て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
取
り

付
け
道
路
の
市
道
認
定
や
整
備

は
で
き
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

都
市
整
備
調
整
監

都
市
整
備
調
整
監

都
市
整
備
調
整
監

都
市
整
備
調
整
監

都
市
整
備
調
整
監

市
長

改革
熊谷祐子議員

市長

極
め
て
厳
し
い
状
況

イ
オ
ン
モ
ー
ル（
旧
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
シ
テ
ィ
）の
進
出
は

市
長

市
長

市
民
部
長

市
民
部
長

市
民
部
長

市
民
部
長

市
長

市
長

市
長

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長
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市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

　
　
い
じ
め
に
よ
る
抑
う
つ
状

態
か
ら
う
つ
病
と
な
り
、
自
殺

に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と

言
わ
れ
て
い
る
。
不
安
や
悩
み

に
対
処
で
き
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
充
実
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨
床
心

理
士
の
資
格
を
持
っ
た
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
３
人
を
各
中

学
校
に
配
置
し
、
専
門
的
な
立

場
で
指
導
し
て
い
る
。

　
　
心
の
健
康
に
関
す
る
指
導

力
向
上
を
図
る
研
修
へ
の
、
教

師
の
参
加
状
況
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
育
障

害
の
理
解
や
対
応
に
つ
い
て
の

研
修
な
ど
、
７
講
座
で
２
０
８

人
が
研
修
に
参
加
し
た
。

　
　
教
師
自
身
の
心
の
問
題
へ

の
対
処
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
３
回

ほ
ど
行
っ
て
い
る
校
長
に
よ
る

自
己
啓
発
面
談
で
、
悩
み
事
の

相
談
も
し
て
い
る
。
ま
た
、
一

人
で
問
題
を
抱
え
込
ま
な
い
よ

う
、
学
年
主
任
と
連
携
し
学
年

で
対
処
す
る
体
制
を
つ
く
る
よ

う
指
導
し
て
い
る
。

　
　
不
登
校
の
児
童
・
生
徒
や
、

そ
の
保
護
者
を
含
め
た
相
談
事

業
の
状
況
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
ア
ジ
サ

イ
ス
ク
ー
ル
」
の
名
称
で
適
応

児
童
・
生
徒
の
健
全
育
成

に
つ
い
て

市民部長

90
人
の
増
加
見
込
み

５
歳
児
保
育
受
け
入
れ

人
数
の
来
年
度
増
加
分
は

　
　
市
立
図
書
館
「
楽
修
館
」

の
入
口
に
盗
難
防
止
装
置
が
設

置
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
盗

難
件
数
と
被
害
額
は
。
ま
た
、

装
置
設
置
ま
で
に
実
施
し
た
盗

難
対
策
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
装
置
を

設
置
し
た
本
館
の
盗
難
状
況
は
、

平
成
16
年
度
か
ら
18
年
度
で
、

７
５
６
冊
、
３
６
０
万
円
ほ
ど

で
、
対
策
と
し
て
、
す
べ
て
の

図
書
に
蔵
書
印
を
押
印
し
、
館

内
巡
視
を
強
化
し
た
。

　
　
装
置
が
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー

カ
に
及
ぼ
す
影
響
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
影
響
に

つ
い
て
は
特
に
問
題
を
聞
い
て

い
な
い
が
、
確
認
し
た
い
。
支

障
が
あ
れ
ば
、
注
意
書
き
な
ど

を
表
示
し
対
応
し
た
い
。

　
　
来
年
４
月
か
ら
、
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
対
策
な

ど
生
活
習
慣
病
予
防
を
目
的
に
、

特
定
健
康
審
査
の
実
施
が
保
険

者
に
義
務
付
け
ら
れ
る
が
、
実

施
に
向
け
て
の
進
捗
状
況
は
。

　
　
　
　
　
　
　
各
医
療
機
関
、

健
診
機
関
と
保
険
者
と
で
健
診

単
価
の
決
定
や
契
約
が
必
要
で
、

地
区
医
師
会
と
調
整
し
て
い
る
。

ま
た
全
県
下
で
の
調
整
も
必
要

と
な
る
。
国
保
に
と
ど
ま
ら
ず
、

当
市
の
健
診
事
業
全
体
の
見
直

し
も
必
要
で
、
行
政
組
織
の
改
革

も
視
野
に
入
れ
検
討
し
て
い
る
。

　
　
組
織
体
制
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
市
民
部
だ
け

で
な
く
、
全
庁
的
に
検
討
し
て

い
る
。
保
健
師
と
管
理
栄
養
士

を
１
人
ず
つ
増
員
し
た
い
。

図
書
館
に
つ
い
て

特
定
健
康
審
査
に

つ
い
て

指
導
教
室
を
開
設
し
、
教
育
相

談
員
３
人
で
教
育
相
談
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
支
援
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
と
し
て
、
保
護
者
を

中
心
に
「
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
の
会
」

を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
　
障
害
の
あ
る
児
童
・
生
徒

の
可
能
性
を
引
き
出
す
た
め
の
、

教
育
や
施
設
の
整
備
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
中
学

校
に
、
知
的
障
害
と
情
緒
障
害

に
対
応
し
た
学
級
を
整
備
し
、

穂
積
小
学
校
に
は
、
他
校
か
ら

も
通
学
で
き
る
言
語
障
害
に
対

応
し
た
学
級
を
整
備
し
た
。
ま

た
、
担
任
以
外
に
子
ど
も
の
生

活
支
援
な
ど
を
す
る
先
生
を
、

今
年
度
は
22
人
配
置
し
た
。 若園五朗議員

▲ナトリウム灯設置の基準整備を

▲入口に設置された盗難防止装置と
　注意書き（＝図書館「楽修館」）

▲入口からは階段を利用して
　２階へ（＝穂積庁舎）

出
所
不
明
金
の
不
正
使
用
は

　
　
３
月
議
会
で
質
問
し
た
出

所
不
明
金
の
発
生
状
況
は
。

　
　
　
　
　
　
　
合
併
時
に
旧

町
よ
り
引
継
い
だ
歳
入
歳
出
外

現
金
で
、
平
成
16
年
度
の
決
算

書
を
作
成
す
る
段
階
で
、
支
出

さ
れ
な
い
不
明
金
の
あ
る
こ
と

が
分
か
り
、
調
査
し
て
判
明
し

た
。
　
　
当
該
年
度
で
処
理
し
て
こ

な
か
っ
た
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
合
併
前
の
も

　
　
保
険
料
の
限
度
額
は
。

　
　
　
　
　
　
　
50
万
円
に
な

る
。
　
　
保
険
料
の
目
安
は
。

　
　
　
　
　
　
　
医
療
給
付
費

等
の
総
額
の
１
割
を
、
保
険
料

と
し
て
加
入
者
全
員
で
賄
う
こ

と
に
な
り
、
保
険
料
の
算
定
は

均
等
割
と
所
得
割
の
２
方
式
と

し
て
、
広
域
連
合
議
会
で
決
定

さ
れ
る
予
定
。

　
　
当
市
負
担
の
概
算
は
。

　
　
　
　
　
　
　
平
成
17
年
度

の
老
人
保
健
の
実
績
か
ら
算
定

す
る
と
、
概
算
で
２
億

７
９
０
０
万
円
ほ
ど
に
な
る
。

　
　
当
市
の
国
保
税
は
資
産
割

が
税
率
35
％
と
高
い
が
、
見
直

す
考
え
は
。

　
　
　
　
　
　
　
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
の
負
担
額
が
決
定

し
て
い
な
い
た
め
、
国
保
税
も

算
定
で
き
な
い
。
負
担
額
決
定

後
に
、
国
保
税
の
全
体
的
な
見

直
し
を
し
た
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
つ
い
て

会　計
管理者

不
正
な
使
用
は
な
い

民主党瑞穂会
松野藤四郎議員

の
で
あ
り
、
書
類
の
調
査
な
ど

に
手
間
取
り
、
昨
年
９
月
く
ら

い
に
概
要
が
分
か
っ
た
。
発
生

原
因
は
、
各
担
当
課
で
調
査
し

て
い
る
が
、
市
民
の
納
め
た
税

金
の
過
誤
納
な
ど
で
は
な
い
。

　
　
社
会
保
険
庁
で
は
、
職
員

の
不
正
使
用
が
発
覚
し
た
が
、

当
市
は
。

　
　
　
　
　
　
　
金
額
が
足
ら

な
い
の
で
は
な
く
、
多
い
も
の

で
あ
り
、
伝
票
が
な
け
れ
ば
支

払
わ
れ
な
い
。
ま
た
伝
票
の
確

認
も
行
っ
て
お
り
、
不
正
な
使

用
は
な
い
。

　
　
不
明
金
の
問
題
解
決
は
。

　
　
　
　
　
　
　
地
方
自
治
法

に
５
年
で
時
効
と
な
る
規
定
が

あ
る
。
合
併
時
に
発
生
し
た
も

の
と
す
る
と
、
来
年
４
月
30
日

で
時
効
と
な
る
。
調
査
は
続
け

る
が
、
時
効
と
な
れ
ば
、
債
権

債
務
は
消
滅
し
、
一
般
会
計
に

歳
入
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と

思
う
。

　
　
設
置
の
基
準
は
。

　
　
　
　
　
　
　自
治
会
か
ら

の
要
望
に
よ
り
、
現
地
を
確
認

し
て
設
置
し
て
い
る
。
一
律
な

基
準
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
で
検
討
し
て
い
る
。
自

治
会
か
ら
の
要
望
は
、
極
力
す

べ
て
対
応
し
て
い
る
。

　
　
あ
る
自
治
会
で
、
ナ
ト
リ

ウ
ム
灯
を
23
基
設
置
し
た
が
、

ま
だ
使
え
る
蛍
光
灯
ま
で
交
換

し
た
の
は
。

　
　
　
　
　
　
　
自
治
会
よ
り

ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
設
置
の
申
請
が

あ
っ
た
も
の
だ
が
、
使
用
で
き

る
蛍
光
灯
ま
で
交
換
し
た
の
は
、

行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
と
反
省
し

て
い
る
。

　
　
設
置
基
準
が
必
要
で
は
。

　
　
　
　
　
設
置
基
準
等
を
分

か
る
よ
う
に
し
て
、
計
画
的
に

整
備
し
た
い
。

　
　
消
防
団
員
の
中
に
ア
マ

チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
取
得
者
が

み
え
る
。災
害
時
の
有
効
活
用
は
。

　
　
　
　
　
　
市
内
の
ア
マ

チ
ュ
ア
無
線
免
許
取
得
者
等
で
、

災
害
発
生
時
の
無
線
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
参
加
要

請
や
、
組
織
化
に
向
け
て
の
調

査
・
研
究
を
進
め
た
い
。

　
　
税
金
や
年
金
や
相
続
な
ど
、

行
政
に
つ
い
て
幅
広
い
相
談
が

で
き
る
市
民
相
談
室
を
設
置
す

る
考
え
は
。

　
　
　
　
　
　
　
専
門
的
な
こ

と
は
、
各
課
の
窓
口
で
気
軽
に

相
談
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、
総
合
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て

い
る
法
律
相
談
な
ど
も
利
用
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
空
席
と
な
っ
て
い
る
教
育

長
の
選
任
は
。

　
　
　
　
　
早
け
れ
ば
12
月
議

会
に
、
遅
く
と
も
３
月
議
会
に

は
提
案
し
た
い
。

安藤由庸議員

街
路
灯
・
防
犯
灯
に

つ
い
て

災
害
時
の
防
災
体
制
に

つ
い
て

市
民
相
談
室
の
設
置
に

つ
い
て

教
育
長
に
つ
い
て

総務部長 農
協
跡
地
の
取
得
は

適

正

価

格

で

の

取

得

を

検

討

総務部長 穂
積
庁
舎
の
利
便
性
向
上
は

第
１
庁
舎
に
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
を
検
討

　
　
廃
止
す
る
農
協
支
店
の
跡

地
取
得
は
。

　
　
　
　
　
　
　
公
共
施
設
と

し
て
利
用
可
能
な
も
の
に
つ
い

て
、
土
地
・
建
物
の
不
動
産
鑑

定
を
行
い
、
適
正
価
格
で
の
取

得
を
検
討
し
た
い
。

・
企
業
誘
致
の
優
遇
制
度

　
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

・
消
防
署
穂
積
分
署
の
跡

　
地
利
用
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

AA

堀　武議員

総
務
部
長

総
務
部
長

市
長
公
室
長

都
市
整
備
部
長

都
市
整
備
部
長

市
長

総
務
部
長

総
務
部
長

　
　
来
年
度
よ
り
５
歳
児
の
受

け
入
れ
を
す
る
保
育
所
の
受
け

入
れ
人
数
と
、
ほ
づ
み
幼
稚
園

と
の
関
係
は
。

　
　
　
　
　
　
　
来
年
度
よ
り

本
田
第
１
保
育
所
、
穂
積
保
育

所
、
牛
牧
第
１
保
育
所
で
実
施

市
民
部
長

市
民
部
長

す
る
。
各
保
育
所
１
ク
ラ
ス
30

人
で
90
人
ま
で
を
見
込
ん
で
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼
児
教

育
を
希
望
す
る
保
護
者
は
幼
稚

園
を
選
択
す
る
と
思
う
。
入
所

状
況
を
見
守
り
、
幼
稚
園
で
３

市
長

歳
児
か
ら
受
け
入
れ
る
検
討
を

進
め
、
民
営
化
も
視
野
に
入
れ

て
結
論
を
出
し
た
い
。

　
　
保
育
所
と
幼
稚
園
を
比
較

で
き
る
資
料
の
提
供
は
。

　
　
　
　
　
　
　
保
育
所
資
料

の
「
入
園
の
し
お
り
」
に
幼
稚

園
も
加
味
し
た
い
と
思
う
。

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

市
民
部
長

市
民
部
長

　
　
穂
積
庁
舎
は
窓
口
の
大
半

が
２
階
以
上
に
あ
る
た
め
、
来

庁
者
は
、
場
所
の
分
か
り
に
く

い
第
２
（
北
側
）
庁
舎
の
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
や
階
段
を
利
用
す
る

こ
と
に
な
り
不
便
だ
と
思
う
。

一
日
あ
た
り
の
来
庁
者
数
は
。

　
　
　
　
　 

　　
３
０
０
〜

３
８
０
人
ほ
ど
。

　
　
窓
口
を
１
階
に
移
す
な
ど
、

利
便
性
向
上
の
考
え
は
。

　
　
　
　
　
　
　
１
階
に
は
電

気
設
備
や
自
家
発
電
装
置
、
貯

水
槽
の
ポ
ン
プ
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
移
設
し
、
事
務
室
の

設
置
を
検
討
し
た
が
、
構
造
上

や
建
築
基
準
法
上
の
問
題
が
あ

る
。
利
便
性
向
上
に
は
、
第
１

（
南
側
）
庁
舎
に
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
を
検
討
し
た
い
。

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

教
育
長
職
務
代
理
者

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者

市
民
部
長

市
民
部
長

市
民
部
長

市
民
部
長
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市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

市
政
Ｑ
＆
Ａ

一

般

質

問

一

般

質

問

一

般

質

問

市
政
を
問
う

市長 下
水
道
使
用
料
の
値
下
げ
は

他
市
町
並
み
に
値
下
げ
し
た
い

　
　
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

た
め
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
目
指
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
）
を
取
得
す
る
考
え
は
。

　
　
　 

　
　
　
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１

に
該
当
す
る
施
策
を
昨
年
度
作

成
し
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
改
善

や
事
務
事
業
の
見
直
し
な
ど
を

進
め
て
い
る
。
仕
事
の
基
本
と

し
て
、
計
画
・
実
行
・
評
価
・

改
善
や
報
告
・
相
談
・
連
絡
の

徹
底
を
図
り
、
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　
　
環
境
へ
負
荷
の
少
な
い
循

環
型
社
会
の
構
築
を
図
る
た
め
、

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
（
環
境
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）
を
取

得
す
る
考
え
は
。

　
　
　
　
　
　  

　
公
共
施
設

の
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
の
使
用

量
削
減
や
環
境
に
配
慮
し
た
施

設
整
備
な
ど
、
自
然
と
共
存
で

き
る
潤
い
あ
る
生
活
環
境
の
創

造
を
目
標
に
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
る
。
温
暖
化
が
進
む
中
、

環
境
問
題
は
地
球
規
模
の
問
題

で
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
取
得
も
含
め
て

様
々
な
方
法
を
検
討
し
た
い
。

　
　
委
員
を
公
募
し
た
審
議
会

で
検
討
し
、
市
民
憲
章
を
制
定

す
る
べ
き
で
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
市
民
憲
章

は
ま
ち
の
理
想
像
を
掲
げ
、
市

民
や
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
進

め
る
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
と
な

る
も
の
。
策
定
方
法
を
議
会
に

相
談
し
な
が
ら
進
め
た
い
。

Ｉ
Ｓ
Ｏ
取
得
に
つ
い
て

市
民
憲
章
に
つ
い
て

　
　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
、
本
年

度
実
施
の
事
業
は
。

　
　
　
　
　
政
治
倫
理
条
例
は
、

議
員
提
案
で
決
め
て
い
た
だ
い

た
。
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り

で
は
、
上
下
水
道
事
業
運
営
審

議
会
委
員
の
公
募
な
ど
を
実
施

し
た
。
一
般
競
争
入
札
は
次
回

の
入
札
か
ら
実
施
の
予
定
。
岐

阜
県
一
明
る
い
安
全
・
安
心
の

ま
ち
づ
く
り
で
は
、
ナ
ト
リ
ウ

ム
灯
設
置
の
補
正
予
算
を
増
額

し
た
。

　
　
下
水
道
使
用
料
の
値
下
げ
は
。

　
　
　
　
　
　
　
上
下
水
道
事

業
運
営
審
議
会
か
ら
の
答
申
を

も
と
に
提
案
し
た
い
。

　
　
　
　
　
他
市
町
並
み
に
値

下
げ
し
て
い
き
た
い
。

　
　
他
市
町
並
み
に
値
下
げ
す

る
と
の
こ
と
だ
が
、
当
市
の
下

水
道
使
用
料
は
、
県
下
の
他
市

町
と
比
べ
て
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
今
年
の
４
月

現
在
で
、
下
水
道
使
用
量
が
１

カ
月
30
立
法
㍍
で
見
る
と
、
使

用
料
の
高
い
順
に
、
１
番
が
恵

那
市
の
奥
戸
恵
那
峡
地
域
で

５
６
４
４
円
、
２
番
が
関
市
の

上
之
保
地
域
で
５
５
６
５
円
、

３
番
が
当
市
の
５
４
６
０
円
と

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

恵
那
市
と
関
市
の
使
用
料
は
一

部
の
地
域
の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
市
と
し
て
は
も
っ
と
低
い

た
め
、
１
カ
月
の
使
用
量
30
立

法
㍍
に
限
定
し
て
見
れ
ば
、
当

市
の
使
用
料
が
県
下
で
一
番
高

く
な
る
。

下
水
道
の
使
用
料
に

つ
い
て

水
道
部
長

市
長
公
室
長

市
長
公
室
長

市
長
公
室
長

　
　
農
業
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、

休
耕
農
地
が
増
え
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
地
を

集
積
し
て
、
公
園
を
つ
く
る
考

え
は
。

　
　
　
　
　
当
市
の
公
園
は
、

一
人
当
た
り
の
面
積
が
県
内
21

市
中
最
下
位
で
、
公
園
が
少
な

い
状
況
。
ま
た
、
農
業
者
の
高

齢
化
と
後
継
者
不
足
か
ら
、
耕

作
放
棄
地
の
増
加
が
見
受
け
ら

れ
、
危
惧
し
て
い
る
。
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
緑
豊
か
な
公
園
整

公
園
の
整
備
に
つ
い
て

　
　
防
災
機
能
の
充
実
と
し
て
、

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
状
況

は
。
　
　
　
　
　
　
　
過
去
の
災
害

時
の
浸
水
デ
ー
タ
や
現
在
の
土

地
利
用
状
況
な
ど
、
必
要
な
資

料
を
各
課
で
収
集
し
て
い
る
。

こ
れ
を
も
と
に
今
年
度
中
に
完

成
し
、
来
年
度
初
め
に
全
世
帯

に
配
付
す
る
予
定
。

　
　
災
害
発
生
時
の
避
難
場
所

の
確
保
と
、
そ
こ
に
必
要
な
ト

イ
レ
や
給
水
設
備
な
ど
の
整
備

状
況
は
。

　
　
　
　
　
　
　
避
難
場
所
と

し
て
、
公
共
施
設
を
中
心
に
48

箇
所
を
指
定
し
て
い
る
。
各
避

難
場
所
は
、
ト
イ
レ
な
ど
の
設

備
が
十
分
で
な
い
状
況
。
牛
牧

北
部
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
は
簡
易
ト
イ
レ
が
、
水

源
地
に
は
給
水
袋
や
ポ
リ
容
器

が
用
意
し
て
あ
る
が
、
災
害
時

に
各
施
設
へ
の
搬
入
は
障
害
も

予
想
さ
れ
る
。
避
難
場
所
へ
の

常
備
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
犀
川
統
合
排
水
機
の
整
備

や
、
新
堀
川
の
改
修
工
事
の
状

況
は
。

　
　
　
　
　
新
堀
川
の
改
修
工

水
道
部
長

総務部長 ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
作
成
状
況
は

来

年

度

初

め

に

全
世
帯
に
配
付
予
定

市　長

市
の
職
員
ま
た
は

臨

時

職

員

で

市
長

　
　
松
野
前
市
長
は
給
食
調
理

業
務
を
民
間
委
託
す
る
方
針

だ
っ
た
。
堀
市
長
は
こ
の
方
針

を
引
き
継
が
れ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
食
の
安
全
・
安
心

の
観
点
か
ら
、
委
託
で
な
く
市

が
直
接
行
う
こ
と
を
保
護
者
は

願
っ
て
い
る
。
民
間
委
託
で
は

十
分
な
管
理
・
指
導
が
で
き
な

い
。
調
理
業
務
は
市
職
員
ま
た

は
市
採
用
の
臨
時
職
員
で
行
う

計
画
。

　
　
み
ず
ほ
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

定
款
で
、
給
食
の
調
理
に
関
す

る
規
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
社
の

目
的
と
し
て
、
定
款
の
第
１
章

第
２
条
第
４
号

に
、
給
食
の
調

理
及
び
配
送
に

関
す
る
業
務
と

規
定
さ
れ
て
い

る
。
　
　
み
ず
ほ
公

共
サ
ー
ビ
ス
は

市
が
１
０
０
％

出
資
す
る
会
社

で
あ
り
、
市
長

の
答
弁
と
会
社

の
定
款
と
の
整

市
長

市
長

▲今後の下水道使用料は…
 （＝アクアパークすなみ）

▲災害時に備えた物資が備蓄されている
　牛牧北部防災コミュニティセンター

▲安全・安心の給食を（＝給食センター）

合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
。
　
　
　
　
　
整
合
性
を
図
る
た

め
に
、
定
款
の
整
理
を
し
て
い

た
だ
く
よ
う
働
き
か
け
た
い
。

教
育
長
職
務
代
理
者

事
は
着
手
し
て
い
る
が
、
用
地

買
収
に
未
同
意
の
方
が
い
る
た

め
、
交
渉
を
進
め
て
い
る
。
こ

れ
が
進
め
ば
次
の
事
業
計
画
が

見
え
て
く
る
。
早
期
解
決
に
向

け
努
力
し
た
い
。

総
務
部
長

総
務
部
長

市
長

市
長

備
も
掲
げ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
土
地
を
利
用
し
て
、
ま
と

ま
っ
た
公
園
の
整
備
も
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

る
。
関
係
部
署
で
連
携
を
取
り
、

推
進
や
整
備
方
法
を
検
討
し
、

地
域
住
民
の
意
見
を
取
り
入
れ

て
い
き
た
い
。

市
長

　
　
小
学
校
の
通
学
路
の
安
全

対
策
は
。

　
　
　
　
　  

学
校
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

な
ど
と
連
携
を
図
り
、
地
区
懇

談
会
等
で
の
意
見
を
踏
ま
え
、

警
察
や
公
安
委
員
会
と
協
議
し

な
が
ら
、
横
断
歩
道
の
新
設
、

ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
や
交
通
安
全

施
設
の
整
備
な
ど
安
全
確
保
に

努
め
た
い
。

　
　
警
察
や
公
安
委
員
会
に
要

望
し
て
も
、
事
故
後
で
な
い
と

信
号
が
つ
か
な
い
な
ど
対
応
が

遅
い
。
地
元
要
望
を
踏
ま
え
、

市
単
独
で
で
き
る
こ
と
を
率
先

し
て
実
施
す
る
べ
き
で
は
。

　
　
　
　
　
　
　
道
路
交
通
法

通
学
路
の
安
全
対
策

に
つ
い
て

　
　
市
長
は
、
旧
巣
南
町
で
の

公
園
借
地
の
課
税
を
、
巣
南
町

長
時
代
に
現
況
課
税
で
な
く
農

地
と
し
て
課
税
し
て
い
た
こ
と

を
６
月
議
会
で
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
土
地
は
何
筆
あ
り
、

相
続
税
の
発
生
し
た
件
数
は
。

　
　
　
　
　
　
　
巣
南
地
区
の

ふ
れ
あ
い
広
場
で
、
現
在
、
23

筆
で
２
３
８
０
０
平
方
㍍
ほ
ど

の
借
地
が
あ
る
。
相
続
税
の
発

生
件
数
は
、
税
務
署
等
の
関
係

に
な
る
た
め
、
詳
細
は
掌
握
し

て
い
な
い
が
、
借
地
の
関
係
で

は
２
件
ほ
ど
だ
と
思
う
。

　
　
地
方
税
法
の
時
効
は
。

　
　
　
　
　
　
　
地
方
税
法
の

更
正
、
修
正
の
期
限
は
、
事
案

に
も
よ
る
が
、
通
常
で
は
申
告

起
算
日
か
ら
５
年
と
な
る
。

　
　
現
況
課
税
を
し
て
い
な

か
っ
た
の
は
、
法
律
違
反
で
は

な
い
か
。

　
　
　
　
　
旧
巣
南
町
で
は
、

以
前
よ
り
、
公
共
に
要
す
る
土

地
を
売
っ
て
も
ら
え
な
い
場
合
、

習
慣
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
市

の
合
併
に
よ
り
改
め
ら
れ
、
現

在
は
現
況
課
税
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
合
併
に
よ
り
正
さ
れ
た
と

し
て
も
、
現
況
課
税
し
て
い
な

か
っ
た
の
は
法
律
違
反
で
あ
り
、

当
時
の
行
政
の
責
任
者
で
あ
る

町
長
と
し
て
、
責
任
は
ど
う
取

ら
れ
る
の
か
。

　
　
　
　
　
過
去
の
反
省
す
る

べ
き
こ
と
は
反
省
し
、
そ
う
い

う
こ
と
の
な
い
よ
う
意
を
新
た

に
し
て
取
り
組
み
た
い
。

の
対
象
に
な
ら
な
い
範
囲
で
、

現
在
も
安
全
旗
や
注
意
看
板
等

の
設
置
を
し
て
い
る
が
、
交
差

点
の
改
良
や
歩
道
の
整
備
な
ど

の
事
故
防
止
も
積
極
的
に
進
め

た
い
と
思
う
。

▲公園借地は現況課税に改めら
　れたが…（＝西ふれあい広場）

広瀬捨男議員

西岡一成議員

・
イ
オ
ン
モ
ー
ル（
旧
ダ
イ

　
ヤ
モ
ン
ド
シ
テ
ィ
）進
出

　
に
伴
う
取
り
付
け
道
路
新

　
設
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

山本訓男議員

給
食
セ
ン
タ
ー
で
の

給
食
調
理
業
務
は

・
道
路
舗
装
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

市長

以
前
か
ら
の
習
慣
だ
っ
た

公
園
借
地
の
農
地
課
税
は

法
律
違
反
で
は

吉村武弘議員

AAA
市
長

AAA
市
長
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議員が議案を提出するこ
ともできます。（政治倫理
条例を議員提案：Ｐ２参照）

議員や委員会が、議案の修正案を提
案することもできます。（一般会計補正
予算を修正：議会だより第１７号（9月発行）
Ｐ２参照）

議決にあたり、議会の意思を表明す
るため付帯決議を議決することもあ
ります。（一般会計補正予算の付帯決議： 
Ｐ５参照）

古
紙
配
合
率
100％

再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

瑞穂市議会だより 12
〒５０１-０２９３　岐阜県瑞穂市別府１２８８番地
TEL   ０５８－３２７－４１２１
E-mail　gikai@city.mizuho.lg.jp

◆
今
年
の
夏
は
酷
暑
が
連

日
続
き
、
岐
阜
県
下
で
は

全
国
一
の
最
高
気
温
を
記

録
し
た
。
こ
の
影
響
で
、

稲
作
や
果
実
に
被
害
が
出

て
い
る
◆
地
球
全
体
が
一

段
と
温
暖
化
傾
向
に
あ
り
、

地
球
規
模
で
生
活
環
境
を

見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
◆
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、

空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

の
リ
サ
イ
ク
ル
や
レ
ジ
袋

を
使
用
し
な
い
な
ど
、
一

人
ひ
と
り
の
省
エ
ネ
が
大

切
で
あ
る
。
人
々
の
英
知

と
自
覚
で
地
球
の
危
機
を

救
い
た
い
。
　 

（
松
野
）

◆
伊
吹
山
の
紅
葉
も
終
わ

り
、
伊
吹
お
ろ
し
の
季
節

に
な
り
ま
し
た
◆
瑞
穂
市

を
、
こ
ん
な
ま
ち
に
し
た

い
と
、
ふ
と
考
え
ま
す
◆

水
仙
や
花
水
木
、
し
だ
れ

柳
な
ど
を
河
川
に
植
栽
し
、

四
季
折
々
の
花
木
の
あ
ふ

れ
る
ま
ち
。
若
者
と
老
人

を
、
地
域
で
見
守
れ
る
ま

ち
。
環
境
に
優
し
い
ま
ち
。

人
々
が
お
互
い
の
気
持
ち

を
理
解
し
合
え
る
ま
ち
。

長
護
寺
川
を
泳
ぐ
ア
ヒ
ル

に
、
訪
れ
た
人
が
心
癒
さ

れ
る
ま
ち
。
そ
ん
な
ま
ち

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
（
広
瀬
（
時
）
）

会議の流れ

開　　会 議長の開会宣告で議会の活動が始まります。

議案上程 議案が提出されます。議案を議題とすることを上程といいます。

議案説明 提案者は提出議案の内容と提案理由を説明します。

一般質問 議員が市政全般の施策等について質問し、市長などが答えます。
※一般質問の実施時期は、定例会によって異なります。

質　　疑 議案などについて議員が質問し（質疑）、提案者が答えます（答弁）。

委 員 会 各常任委員会では本会議で付託された議案などについて、担当部課から詳しく説明を受け
たり、質疑を行うなど専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきか
を決定します。

委員長報告 委員会が終わると、再び本会議を開き、各委員会での審査の経過および結果が報告されます。

質　　疑 委員長報告に対して質問し、委員長が答えます。

討　　論 議案などに賛成・反対の意見を述べます。

議　　決 議案などに賛成か反対かを議決します。

閉　　会 議長の閉会宣告で議会の活動は終わります。

委員会付託 議案などを詳細に審査するために、関係の常任委員会に付託します。
※議案の内容によって付託しないものもあります。

定例会では、下図のような流れで議案の審議などをします。

  白
バイ
隊に興

味津々

  白
バイ
隊に興

味津々


